
令和３年度第２回（第３４回）東京都北区子ども・子育て会議 次第 

 

日時：令和３年８月２６日（木） 

                                  午後 6 時 30 分～午後８時 00 分終了予定 

会場：オンライン会議 

 

 

１ 開  会 

 

２ 第５期委員紹介                       【資料１】 

 

３ 会長・副会長選出 

 

４ 子ども・子育て施策等に関する報告事項 

（１）コロナ禍における、教育・子どもに関する各施設等の現状    

（２）開設予定の私立認可保育所について             【資料２】 

（３）放課後子ども総合プラン等検討会について          【資料３】 

（４）子どもの条例について             【資料４、資料４－２】 

   

５ その他 

 

６ 閉  会 

 

 

 

【配布資料】  

資料 1 第 34 回北区子ども・子育て会議名簿 

資料 2 開設予定の私立認可保育所について 

資料 3 放課後子ども総合プラン等検討会の設置について 

資料 4 子どもの条例（東京都、江戸川区） 

資料 4-2 都内の子どもの条例制定自治体と内容 

参考資料 子どもの権利条約カードブック（抜粋） 
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人数　１８名

第５期　北区子ども・子育て会議委員一覧（令和３年８月１日～令和５年７月３１日）
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　　　　　　資料１
子ども・子育て会議
令和３年８月２６日第３４回北区子ども・子育て会議名簿



第34回（令和3年8月26日開催）北区子ども・子育て会議事務局
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資料２  
子 ど も ・ 子 育 て 会 議 資 料 
令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ６ 日 
子ども未来部子ども環境応援担当課  
子 ど も 未 来 部 保 育 課 

 

 

  開設予定の私立認可保育所について 

 

１ 要  旨 

令和４年 4 月開設予定の私立認可保育所について報告します。 

 

２ 開設予定施設 

 （１）滝野川地域（上中里駅周辺） 

施設名称：（仮称）太陽の子上中里保育園  
   設置主体：ＨＩＴＯＷＡキッズライフ株式会社  
        港区六本木１－４－５  

代表者 髙石 尚和  
   場   所：上中里１－４７（以下未定）  
    定  員：  
 

    

      延長保育：２時間を予定  

案  内  図：  

 

 

 

 

 

 

 

 

０歳  １歳  ２歳  ３歳  ４歳  ５歳  合計  
０  １０  １２  １６  １６  １６  ７０  

 



 

 

（２）滝野川地域（西ヶ原２丁目） ※分園の設置 

施設名称：ポピンズナーサリースクール王子（分園）  
   設置主体：株式会社 ポピンズ  
        渋谷区広尾５－６－６ 広尾プラザ５階  
        代表取締役 轟 麻衣子  
   場   所：本園 王子１－２３－５ ドラゴンスクウェアビル４階  

分園 西ケ原２丁目（以下未定）  
   定   員：  

 ０歳  １歳  ２歳  ３歳  ４歳  ５歳  合計  
本園  ９  １２  １２  ０  ０  ０  ３３  
分園  ０  ０  ０  １３  １３  １３  ３９  

   延長保育：２時間を予定  

案  内  図： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （参考）令和３年４月１日時点の待機児童数について 

   ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

浮間地区 0 2 0 0 0 0 2 

赤羽西地区 0 0 0 0 0 0 0 

赤羽東地区 1 2 1 0 0 0 4 

王子西地区 0 0 0 0 0 0 0 

王子東地区 0 0 0 0 0 0 0 

滝野川西地区 3 9 0 0 0 0 12 

滝野川東地区 0 0 0 0 0 0 0 

計 4 13 1 0 0 0 18 

 

 



 

資料３  
子 ど も ・ 子 育 て 会 議 資 料 
令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ６ 日 
子ども未来部子ども未来課 
子ども未来部子ども環境応援担当課 
子 ど も 未 来 部 わ く わ く 課 

 

 

  放課後子ども総合プラン等検討会の設置について 

 

１ 要  旨 

令和３年６月１０日開催の北区子ども・子育て会議（令和３年度第１

回、通算３３回）にて報告しました「児童館の子どもセンターへの移行

及び放課後子ども総合プランの一体的運営について」についての内容を

具体的に検討するため、区の関係部署からなる「放課後子ども総合プラ

ン等検討会」（以下「検討会」という。）を立ち上げたことを報告します。 

 

２ 検討方法 

 令和３年度中に３回程度の検討会を開催するとともに、検討会の下に

次の部会を設けて、より具体的な方策を検討します。 

（１）放課後子ども総合プラン部会 

 おもに、学童クラブ利用ニーズの増加に伴う待機児童の発生や３５

人学級の実施による普通教室不足に対応するため、ハード・ソフトの

両面から、放課後子ども教室と学童クラブの一体的な運営を更に推進

する新たな制度を検討します。 

（２）子どもセンター部会 

 おもに、児童館の子どもセンターへの移行に関すること、及び子

どもセンターの子育て支援機能の充実を図ることについて検討しま

す。 

 

３ スケジュール（目標） 

  令和３年度  検討会及び部会による検討 

  令和４年度  本格実施に向けた関係者説明 

         学校諸室の共用計画の策定着手（順次） 

         子どもセンター移行準備 

  令和５年度  放課後子ども総合プランの新たな制度の実施 

         児童館全館を子どもセンターへ移行 



放課後子ども総合プラン

　他区における一体的運営の事例

  放課後から午後５時（午後4時半）まで 〜夜７時まで

ひろばプラス
（就労要件等

あり）

 

学童クラブ
（就労要件等

あり）

 

連絡帳 ⇒ 宿題 ⇒ 自由遊び ⇒ おやつ ⇒ お帰り会

板橋区

区    分

新宿区 機能補完型

放課後子ども
ひろば

（全児童）

 完全一体型

さんさんタイ
ム一般

（全児童）
さんさんタイ
ムオレンジ
（就労要件等

あり）

 

北区
（現在）

   

連絡帳 ⇒ 宿題 ⇒ 自由遊び ⇒ おやつ ⇒ お帰り会

放課後子ども教室
（全児童）

学童クラブ
（就労要件等あり）

自由あそび

休息

集団あそび

宿題

※学童登録の子どもたちのみ「連絡帳」「おやつ」あり
室内あそび 読書等

原則として一緒に活動

自由あそび

休息

集団あそび宿題

室内あそび 読書等

おやつ

従来型に近い形で運営

原則として一緒に活動

自由あそび

集団あそび

宿題

室内あそび 読書等



1

子どもの条例（東京都、江戸川区）

　　　　　　　　資料4
　　子ども・子育て会議
　　令和３年８月２６日
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6
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9
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都内の子どもの条例制定自治体と内容　

№ 1 2 3 4 5 6

1 東京都 世田谷区 目黒区 豊島区 江戸川区 西東京市

2 子ども基本条例 子ども条例 子ども条例 子どもの権利に関する条例 子どもの権利条例 子ども条例

3 令和3年4月1日 平成14年4月1日 平成17年12月1日 平成18年4月1日 令和3年7月1日 平成30年10月1日

1 前文 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 条数 17条 32条 22条 37条 11条 27条

1 自治体の役割 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 保護者の役割 ─ 〇 〇 〇 〇 〇

3 学校の役割 ─ 〇 〇 〇 〇 〇

4 施設等の役割 ─ ─ 〇 〇 〇 〇

5 都民・区民（市民）の役割 ─ 〇 〇 〇 〇 〇

6 事業者の役割 ─ 〇 〇 〇 〇 〇

1 子育て・養育支援 〇 〇 〇 ─ 〇 〇

2 育ち・学ぶ環境整備 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 子どもの安心・安全 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4 子どもの意見表明・参加 〇 〇 〇 〇 〇 〇

5 いじめ対応 〇 〇 〇 △ 〇 〇

6 虐待の防止 〇 〇 〇 〇 〇 〇

7 自分らしさ・個性の尊重 ─ 〇 〇 〇 〇 ─

8 子どもの居場所 〇 〇 〇 ─ ─ 〇

9 子どもの貧困の防止 ─ ─ ─ ─ ─ 〇

7 〇 〇 〇 〇 〇 〇

8 〇 〇 〇 〇 ─ 〇

9 〇 〇 〇 〇 ─ 〇

※都内では、ほかに調布市、小金井市、日野市が制定

推進委員会等の設置

5
取組
主体

6 テーマ

権利擁護委員の設置

推進計画の策定

内容/項目

4 構成

施行日

条例名称

自治体名

資料4-2

子ども・子育て会議資料

令和３年８月２６日



　　　　　　　　　　　　参考資料
　　　　　　　令和３年８月２６日
　　　　　　　子ども・子育て会議

※出典：（公財）日本ユニセフ協会

子どもの権利条約カードブック（抜粋）
















